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１ 今回申請された変更内容

（１）調査票の設問の記載ぶりの変更等

（変更内容） 

・ 法令の改正に伴う注記の修正

・ 報告者に対し、より分かりやすくするため、調査票のレイアウトや例示などの修正

（審査状況） 

ア 厚生労働省は、実査終了後に地方公共団体を訪問し、現場の担当者から調査に関する意見

を聴取しており、その中で得られた意見や、提出された調査票の記載状況から、未回答（不

詳）を減らし、より正確なデータが把握できるよう、調査票上の説明やレイアウト等につい

て修正することを計画している（調査票の新旧対照表については、別添１を参照）。 

例えば、 

① 法（注）の施行により令和６年３月 31日まで経過措置期間として存続していた「介護療養

型医療施設」の記載を、介護保険施設の例示から削除 

（注）地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 52 号） 

② 「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」が改正されたことに伴い、がん検

査の例示に HPV 検査を追加 

③ その他、調査項目の配置や誘導線の修正など、より見やすい調査票となるための修正な

どを計画している。 

イ これらについては、調査の実質的な内容の変更を伴うものでないものの、報告者において

適切に質問を理解し、未記入や誤記入を防ぐための対応と考えられ、適切と考える。 

（２）集計事項の再整理

（変更内容） 

・ e-Stat に掲載中の結果表の名称に統一するための修正、重複している結果表の削除

・ これまで二次利用により対応（特別集計）していた貧困率について、SDG グローバル

指標であることを踏まえ、集計事項に位置付け 等 

（審査状況） 

ア 本調査は調査票が５種類あり、大規模調査の場合、結果表の総計が約 700 と非常に多いこ

とを踏まえ、結果表全体にわたって集計事項を見直し、必要な再整理を行ったもの。 

具体的には、結果表の名称の修正や表の重複を削除するほか、これまで調査票情報の二次

利用（特別集計）により対応していた貧困率について、本調査の集計事項の一つとして位置

づけることを計画している（集計事項の変更一覧について、別添２を参照）。 

イ これについては、集計事項一覧と e-Stat との整合性を確保するほか、世帯構造の変化を

踏まえた修正、重要な集計表の本調査結果への位置づけなどを行おうとするものであり、適

当と考える。 

（論点） 

（１）（２）とも、特になし 
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２ 過去の答申で示された「今後の課題」への対応状況 

本調査については、前回諮問時の答申（令和３年７月30日付け統計委第14号）において、以下

の（１）～（３）の検討課題が指摘されている。 

（１）健康票質問８の有用性の分析及び類似項目との関係の明確化

（課題の要旨） 

 健康票質問８については、新設項目であることから、令和４年の調査結果を踏まえて、そ

の有用性について分析するとともに、質問５を始め、本調査における類似項目との間におけ

る把握範囲の重なりや相違について、次回の大規模調査となる令和７年調査の企画時期まで

に、改めて整理すること。 

（課題が付された背景） 

 健康票においては、従前から、「健康上の問題による日常生活への影響」（質問５）について

調査項目を設けていたところ、前回諮問に係る変更により、ワシントングループの質問セット

（日常生活における機能制限／質問８）を追加したことで、結果として、類似する内容につい

て異なる角度から繰り返し尋ねる状況になっている。 

質問５と質問８の関係については、前回諮問時の答申においても一定の整理はなされている

ところであるが、本課題は、質問８追加後の調査結果も踏まえ、質問８の有用性を確認すると

ともに、質問５以外の類似項目との把握範囲の重なり等について、改めて整理するよう求めら

れたものである。 

（審査状況） 

ア 健康票質問８を新設したことにより、ほかの関連統計と比較が可能となったほか、統計法に

基づく調査票情報の二次的な利用により、日常生活における機能制限がある者とない者の詳

細な研究が可能となるなど統計の充実に効果を挙げている。 

また、類似項目においても、それぞれに調査目的や利活用が異なっており、そのデータを

必須とする具体的ニーズを満たすためにそれぞれの質問項目が設置されていることが確認

できた。 

加えて、現在のところ、質問８を新設したことにより、類似項目を含めて不詳が増えるな

ど調査全体への支障は、特に発生していないと認められる。 

イ 以上のことから、①厚生労働省による健康票の質問８に係る有用性の分析、②類似項目と

の関係整理の上で、厚生労働省が現状の質問項目を継続するとしていることは、おおむね適

当であると考える。 

（審議いただく際の論点（御参考）） 

● 類似項目それぞれの必要性に係る厚生労働省の説明について、不十分なところと思わ

れる部分があれば、御質問・御意見をお願いします。 
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（２）未成年に係る健診等の受診状況について

（課題の要旨） 

未成年に係る健診等の受診状況の把握について、他の既存統計における把握状況や統計の

体系的整備の観点も踏まえ、次回の大規模調査となる令和７年調査の企画時期までに整理す

ること。 

（課題が付された背景） 

 国民生活基礎調査の健康票では、20 歳以上の者を対象として健診等の受診状況を把握してき

たところであるが、令和３年６月、国会議員からの質問主意書において、成人年齢が 18 歳に

引き下げられることに伴い、未成年の健診等の受診状況を把握しないことが不作為に当たるの

ではないかとの質問があった。これを契機として、未成年の健診等の受診状況に係る把握の必

要性の要否について、既存統計を含めた把握状況や体系的整備の観点から整理するよう求めら

れたものである。 

（審査状況） 

ア 現在、国の統計で健診等の受診状況が把握されていない者は、

① 18 歳及び 19 歳の学生

② 15 歳以上 20 歳未満であって就学も就労もしていない者

となっているが、厚生労働省は、以下の理由から、健診等の受診状況の回答を求める対象者

を未成年に拡大しないとしている。 

ⅰ）国民生活基礎調査は、昭和 61 年の調査開始以降、健診等の対象年齢を 20 歳以上として

おり、現在も、飲酒・喫煙と関連づけて、健診等の受診状況を把握するという調査設計に

変わりはないこと。 

ⅱ）18歳及び 19 歳の学生については、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に基づき

健康診断の実施が義務づけられていること。 

ⅲ）令和４年調査結果（大規模調査）では、15 歳～19 歳の回答者は、全国で約２万人であ

り、このうち、就学も就労もしていない者は約 600 人（約 3.0％）にとどまる。このため、

国民生活基礎調査の枠組みで把握しようとしても、詳細な分析ができるほどのデータが出

現しないこと。 

イ 上記のとおり、未成年のうち一部の者については、健診等の受診状況を把握していない実

態はあるものの、本調査の本来の把握目的と異なること、また、仮に把握するとしても、分

析に活用できる十分なデータが得られないと見込まれ、厚生労働省の施策部局においても、

それに着目したニーズを有していないことから、厚生労働省が健診等の受診状況に係る質問

の対象者を拡大しないとしていることは、おおむね適当と考える。 

（審議いただく際の論点（御参考）） 

● 現状の取扱いを変更しないということについて、統計技術的観点から説明が不十分と

思われる部分があれば、御質問・御意見をお願いします。 
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（３）回収率向上に向けた取組の効果検証等

（課題の要旨） 

調査票の回収率に向けた各種取組について、その実施状況や、効果・影響について検証

し、更なる取組の必要性について検討すること。 

特に、令和４年調査から段階的に導入するオンライン調査については、①全国導入に向け

た課題を整理しつつ、必要な改善を行い、令和５年調査において、全国導入を図るとともに、

②調査の実施を受けて、例えば、地域別・世帯属性別に、どのような世帯がオンライン回答

を行う傾向が強いのか等、オンライン導入に伴う結果への影響を分析し、導入効果の検証を

行うこと。 

（課題が付された背景） 

 前回諮問の際、厚生労働省は、本調査における調査票の回収率が低下していることを踏まえ

て、オンライン調査を導入することを検討しており、令和４年調査（大規模調査）では、一部

の地域のみで実施し、令和５年調査から全国導入を行うこととしていた。 

本課題は、これまで実施していなかったオンライン調査の導入による課題等を今後の調査に

活用するため、導入に伴う効果・影響の分析や検証を求めることとされたものである。 

 また、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、保健所等の負担軽減を目的

として、令和３年調査からコールセンターの設置や郵送回収の要件緩和に取り組んでおり、こ

れらについても併せて効果の検証や更なる取組の必要性について検討が求められたものであ

る。 

（審査状況） 

ア オンライン調査の導入に伴う影響の分析、導入効果の検証

オンライン調査は、令和４年調査（大規模調査）に５都府県で先行導入後、令和５年調査

から全国導入されており、それぞれの調査で回収された調査票における回答方法の内訳をみ

ると、いずれも全体の約 36％程度がオンライン回答となっている。 

一方、調査規模が同じ令和３年調査と令和５年調査（いずれも簡易調査）で比較すると、

調査票全体の回収率は約 67％前後とほぼ横ばいとなっており、現状、オンライン調査の導入

が全体の回収率の向上に寄与しているとまでは直ちには言えない状況であるが、一方で、全

体の回収率を下げることなくオンライン回答の導入ができており、それにより、調査員によ

る調査票の回収に係る負担は大幅に軽減されていると考えられる。 

厚生労働省が地方公共団体や調査員に対して実施したアンケートやヒアリングにおいて

は、オンライン調査の導入により業務の効率化につながったなどの意見が挙げられた一方、

「調査員に対するオンライン回答の提出状況の確認・伝達が負担」、「調査員や調査対象者に

対する説明が負担」とする意見もみられている。 

令和７年調査は、大規模調査においてオンライン調査を全国導入する初めてのケースにな

り、地方公共団体や調査員の負担軽減を目的として、新たに提出状況等管理システムの導入

も予定されていることから、引き続き、電子調査票の操作性の改善を図るとともに、オンラ

イン回収に係る課題の把握・解決に向けた取組を推進していくことが必要と考える。
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イ その他の事項

① 郵送回収に関する要件緩和

郵送回収については、従前から「調査員が何度訪問しても報告者に対面できない場合」

に許容される方法として用いられているが、訪問回数に具体的に目安がなかったことから、

調査員の負担を増やす要因ともなっていた。そこで、令和４年調査及び令和５年調査にお

いては、郵送回収に移行する訪問回数の目安を３回とされたが、これにより、保健所等や

調査員から負担軽減につながったとの意見がみられている。また、現状において、全体回

収率も維持できていることから、郵送回収に関する要件緩和の成果があったものと考える。 

② コールセンターの設置

令和３年調査から設置したコールセンターについて、令和４年調査からはオンライン調

査に関する照会対応を追加し、令和５年調査からはフリーダイヤル化された。 

コールセンターを設置する前後における保健所等における相談対応件数の比較データ

はないが、厚生労働省資料のとおり、寄せられた相談件数は相当数にのぼり、コールセン

ターがなければ、それらが保健所等に寄せられたことを勘案すると、それまで電話対応業

務を担ってきた保健所等の負担軽減につながるなど効果があったものと考える。 

また、今後においては、更にチャットボット機能の導入による時間的な制約のない対応

についても予定されているところである。 

ウ 審査結果

以上のとおり、それぞれの取組について、一定の効果はみられており、新たな対応も予定

されていることから、現状における厚生労働省の対応は、おおむね適当と考える。 

一方、本調査における郵送回収は、調査員や電子調査票で実施している審査・疑義照会が

事実上できないという制約があるため、郵送による提出を、どのようにオンライン回答に移

行させていくか今後の課題と考える。 

（審議いただく際の論点（御参考）） 

● オンライン導入状況について、説明が不十分と思われる部分があれば、御質問・御意見

をお願いします。 

● オンライン回答率の向上方策や調査現場の負担軽減策として、更に望まれる対応につ

いて、御提案等があればお願いします。 
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2025（令和7）年 2022（令和４）年 変更理由

Ⅱ　世帯員の状況

（変更）
その他

４人以上の世帯の場合、１世帯につい
て調査票が複数枚に渡るため、調査員
が枝番号を記入するためのものだが、
よりわかりやすい表現に変更する。

（変更）
質問１

世帯票（世帯員用）は、４人以上の世
帯の場合、質問１に印字された世帯員
番号を手書きで修正する必要がある
が、あらかじめ番号に関する説明を追
加し、よりわかりやすい表現に変更す
る。

（変更）
その他

補問９－４以降は質問９で手助けや見
守り（以下、「手助けなど」という。）を「１
必要としている」と回答した方に対し、
補足としてその方に関する情報を質問
しているが、質問の条件を記入者がよ
りわかりやすい表現に変更する。

（変更）
質問14

調査時点を更新する。

2025（令和７）年国民生活基礎調査【世帯票】　新旧対照表

質問14 1週間の就業日数等

５月１9日（月）～２5日（日）の１週間に実際に仕事を

した日数と時間をお答えください。
なお、複数の仕事をした場合は、すべての合計を
お答えください。

(世帯員番号)(世帯員番号) (世帯員番号)

01 0302
(世帯員番号) (世帯員番号) (世帯員番号)

01 0302
※調査員記入欄「枝番号」が

「2」の時は世帯員番号「04」、

「枝番号」が「3」の時は

世帯員番号「07」とする。

※調査員記入欄「枝番号」が
「2」の時は世帯員番号「05」、

「枝番号」が「3」の時は
世帯員番号「08」とする。

※調査員記入欄「枝番号」が
「2」の時は世帯員番号「06」、

「枝番号」が「3」の時は

世帯員番号「09」とする。

【別添１】
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2025（令和7）年 2022（令和4）年 変更理由

（変更）

性・出生年月のマーク漏れが多い
ため、性と出生年月の枠を離し、
記入いただく項目が２つであるこ
とを明確にし、よりわかりやすい表
現に変更する。

（変更）

介護保険施設の例示について、
「地域包括ケアシステムの強化の
ための介護保険法等の一部を改
正する法律」（平成30年４月１日施
行）により令和６年３月末まで経過
措置期間として存続していた介護
療養型医療施設は、措置期間終
了を迎えたことから削除する。

2025（令和７）年国民生活基礎調査【健康票】　新旧対照表

質問1 　あなたの性・出生年月を記入してください。性・元号は、あてはまる番号

１つに○をつけ、出生年月には数字を右づめで記入してください。

1 男 1 明治 4 平成

性 出　生　年　月

月

昭和

年2 女 2 大正 5 令和

3

質問1 　あなたの性・出生年月を記入してください。性・元号は、あてはまる番号

１つに○をつけ、出生年月には数字を右づめで記入してください。

性 出　生　年　月

3 昭和

年 月5 令和2 女 2

1 男 1 明治 4 平成

大正

質問2 　あなたは現在、病院や診療所に入院中、又は、介護保険施設に入所中ですか。

1 は　い 質問終了です。

2 いいえ ※ 介護保険施設とは、介護医療院、介護老人保健施設

及び介護老人福祉施設をいいます。

8



2025（令和7）年 2022（令和4）年 変更理由

2025（令和７）年国民生活基礎調査【健康票】　新旧対照表

（変更）

最も気になる傷病の番号記入欄
について配置を変更し、よりわか
りやすい表現に変更する。

9



2025（令和7）年 2022（令和4）年 変更理由

2025（令和７）年国民生活基礎調査【健康票】　新旧対照表

（変更）

項目の折り返しを変更し、日常生
活における機能制限の状況につ
いて、よりわかりやすい表現に変
更する。

質問8 　次の(ｱ)から(ｶ)の質問について、日常生活で苦労していることについて、

６つの項目それぞれのあてはまる番号１つに○をつけてください。

といった苦労はありますか。

通常の言語をつかってのコミュニケーション

（ た と え ば 、 人の 話を 理解 した り、 人に

眼 鏡 を 使 用 し ても 、見 えに くい とい った

補 聴 器 を 使 用 し て も 、 聴 き 取 り に く い

歩 い た り 階 段 を上 るの が難 しい とい った

思 い 出 し た り 集中 した りす るの が難 しい

身 体 を 洗 っ た り 衣 服 を 着 る よ う な

苦労はありますか。

3 4

(ｴ) 1 2 3
といった苦労はありますか。

(ｳ) 1

(ｲ) 1 2

(ｶ)

(ｵ)

(ｱ)

とても
苦労します

全く
出来ません

1 2

といった苦労はありますか。

といった苦労はありますか。

身 の 回 り の こ と を す る の が 難 し い

1 2 3 4

苦労はありますか。

1

苦労は
ありません

多少
苦労します

2 3 4

3 4

2 3 4

4

話 を 理 解 さ せ る こ と な ど ） が 難 し い

質問8 　次の(ｱ)から(ｶ)の質問について、日常生活で苦労していることについて、

 ６つの項目それぞれのあてはまる番号１つに○をつけてください。

(ｱ) 1 2 3 4

(ｲ) 1 2 3 4

(ｳ) 1 2 3 4

(ｴ) 1 2 3 4

(ｵ) 1 2 3 4

(ｶ) 1 2 3 4

全く出来
ません

眼鏡を使用しても、見えにくいといった苦労はありま
すか。

歩いたり階段を上るのが難しいといった苦労はありま
すか。

思い出したり集中したりするのが難しいといった苦労
はありますか。

身体を洗ったり衣服を着るような身の回りのことをす
るのが難しいといった苦労はありますか。

通常の言語をつかってのコミュニケーション（たとえ
ば、人の話を理解したり、人に話を理解させることな
ど）が難しいといった苦労はありますか。

補聴器を使用しても、聴き取りにくいといった苦労は
ありますか。

とても苦
労します

苦労はあ
りません

多少苦労
します
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2025（令和7）年 2022（令和4）年 変更理由

2025（令和７）年国民生活基礎調査【健康票】　新旧対照表

（変更）

例示の項目の配置について、より
わかりやすい表現に変更する。補問13－1 　お酒を飲む日は１日あたり、どのくらいの量を飲みますか。

　清酒に換算し、あてはまる番号１つに○をつけてください。

1 １合（180ml）未満 4 ３合以上４合（720ml）未満

2 １合以上２合（360ml）未満 5 ４合以上５合（900ml）未満

3 ２合以上３合（540ml）未満 6 ５合（900ml）以上

 ビール中瓶１本（同５度・500ml）、焼酎0.6合（同25度・約110ml）、ワイン1/4本（同14度・約180ml）、

 ウイスキーダブル１杯（同43度・60ml）、缶チューハイ1.5缶（同５度・約520ml）

※清酒１合（アルコール度数15度・180ml）は、次の量にほぼ相当

補問13－1 　お酒を飲む日は１日あたり、どのくらいの量を飲みますか。

清酒に換算し、あてはまる番号１つに○をつけてください。

1 １合（180ml）未満 4 ３合以上４合（720ml）未満

2 １合以上２合（360ml）未満 5 ４合以上５合（900ml）未満

3 ２合以上３合（540ml）未満 6 ５合（900ml）以上

※ 清酒１合（アルコール度数15度･180ml）は、次の量にほぼ相当

■ビール中瓶１本 （同５度・500ml） ■ウイスキーダブル１杯 （同43度・60ml）

■焼酎0.6合 （同25度・約110ml） ■缶チューハイ1.5缶 （同５度・約520ml）

■ワイン1/4本 （同14度・約180ml）

質問13 　あなたは過去１年間に、健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）を

受けたことがありますか。

1 あ　る 2 な　い 補問13－2へ

補問13－1　どのような機会に健診等を受けましたか。あてはまるすべての番号に
○をつけてください。

※ 1～3の各機関が指示する医療機関で受けた場合は、それぞれの機関の番号に○をつけてください。

1 市区町村が実施した健診

2 勤め先又は健康保険組合等（家族の勤め先を含む）が実施した健診

3 学校が実施した健診

4 人間ドック（上記1～3以外の健診で行うもの）

5 その他

注：次のようなものは健診等には含まれません。

がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、

病院や診療所で行う診療としての検査

11



2025（令和7）年 2022（令和4）年 変更理由

2025（令和７）年国民生活基礎調査【健康票】　新旧対照表

（変更）

全体的な項目の配置について、
よりわかりやすい表現に変更す
る。

（変更）

全体的な項目の配置について、
よりわかりやすい表現に変更す
る。

（変更）

全体的な項目の配置について、
よりわかりやすい表現に変更す
る。

子宮がん（子宮頸がん）の検診事
例について、「がん予防重点教育
及びがん検診実施のための指
針」改正（令和６年２月改正）に伴
い、子宮頸がんにHPV検査単独
法が追加されたことから、HPV検
査を追加する。

※ 質問17、質問18、質問19のがん検診については、健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中で
受診したものも含みます。

質問17 　あなたは過去１年間に、下記の３つのがん検診を受けましたか。それぞれの

検診についてお答えください。また、受診した検診ごとに、どのような機会に

受診したのかお答えください。

どのような機会に検診を受けましたか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1 市区町村が実施した検診

勤め先又は健康保険組合等（家族の勤め先を含む）

が実施した検診

3 その他

どのような機会に検診を受けましたか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1 市区町村が実施した検診

勤め先又は健康保険組合等（家族の勤め先を含む）

が実施した検診

3 その他

どのような機会に検診を受けましたか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1 市区町村が実施した検診

勤め先又は健康保険組合等（家族の勤め先を含む）

が実施した検診

3 その他

2

2

過
去
１
年
間

胃がん検診

2

■胸のレントゲン撮影、喀痰（かくたん）検査　など

1 受けなかった 2

肺がん検診

■バリウムによるレントゲン撮影、

内視鏡（胃カメラ、ファイバースコープ）による撮影

など

■便潜血反応検査（検便）　など

1 受けなかった 2 受けた

大腸がん検診

受けた

1 受けなかった 2 受けた

質問18 　あなたは過去２年間に、胃がん検診を受けましたか。

また、どのような機会に受診したのかお答えください。

どのような機会に検診を受けましたか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1 市区町村が実施した検診

勤め先又は健康保険組合等（家族の勤め先を含む）

が実施した検診

3 その他

2

過
去
２
年
間

胃がん検診
■バリウムによるレントゲン撮影、

内視鏡（胃カメラ、ファイバースコープ）による撮影

など

1 受けなかった 2 受けた
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2025（令和７）年 2022(令和４)年 変更理由

（変更）

性・出生年月のマーク漏れが多いため、性と出生
年月の枠を離し、記入いただく項目が２つであるこ
とを明確にし、よりわかりやすい表現に変更する。

また、枠の見出しにある（１）（２）の記載を健康票に
合わせ削除する。

（変更）

調査対象年次を更新する。

（変更）

選択肢の枠について、他の設問と同様に線を追加
して、よりわかりやすい表現に変更する。

2025(令和７）年国民生活基礎調査【介護票】　新旧対照表

質問2 介護が必要な方の性と出生年月をお答えください。

あてはまる番号１つに○をつけ、出生年月には数字を右づめで記入してください。

1  男 2  女 1  明治 2  大正 3  昭和 年 月

出　生　年　月性 

質問9 ５月中の介護費用についてお答えください。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

 介護が必要な者（あるいは配偶者）の収入を充てた

1  年金・恩給 2  年金・恩給以外の収入

 介護が必要な者（あるいは配偶者）の貯蓄を充てた

 介護が必要な者（あるいは配偶者）以外の者の収入・貯蓄を充てた

1

2

3

質問9 ５月中の介護費用についてお答えください。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

1 介護が必要な者（あるいは配偶者）の収入を充てた

1 年金・恩給 2 年金・恩給以外の収入

2 介護が必要な者（あるいは配偶者）の貯蓄を充てた

3 介護が必要な者（あるいは配偶者）以外の者の収入・貯蓄を充てた

質問2 介護が必要な方の性と出生年月をお答えください。

あてはまる番号１つに○をつけ、出生年月には数字を右づめで記入してください。

（1）性 （2）出 生 年 月

1 男 2 女 1 明治 2 大正 3 昭和 年 月
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2025（令和７）年 2022(令和４)年 変更理由

2025(令和７）年国民生活基礎調査【介護票】　新旧対照表

（変更）

選択肢の枠について、他の設問と同様に線を追加
して、よりわかりやすい表現に変更する。

（変更）

選択肢の枠について、他の設問と同様に線を追加
して、よりわかりやすい表現に変更する。

質問10 質問7の１～５のサービスを受けない理由は何ですか。

　 あてはまるすべての番号に○をつけてください。

01 家族介護でなんとかやっていける

02 介護が必要な者（本人）でなんとかやっていける

03 他人を家に入れたくない

04 外出するのが大変

05 どのようなサービスがあるかわからない

06 サービスを受ける手続きがわからない

07 利用者負担が払えない

08 受けたいサービスがない

09 入院していた

10 その他　　具体的に記入してください
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2025（令和７）年 2022（令和４）年 変更理由
（変更）

調査対象年次を更新する。

（変更）
（つづき） （つづき） ・雇用保険における給付の種類を明確にするため修

正する。
・給付によっては、受給資格者証以外で金額をお知ら
せするものがあるため、「など」を追記する。

※ 2024（令和６）年簡易調査で変更済。

（変更）

（変更）

調査対象年次を更新する。

2025（令和７）年国民生活基礎調査【所得票】　新旧対照表

調査対象年次を更新する。

雇用保険 万

円0
7
千 百 十 一

15



2025（令和７）年 2022（令和４）年 変更理由

2025（令和７）年国民生活基礎調査【所得票】　新旧対照表

（変更）

（変更）

（変更）

調査対象年次を更新する。

調査対象年次を更新する。

調査対象年次を更新する。
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2025（令和７）年 2022（令和４）年 変更理由

2025（令和７）年国民生活基礎調査【所得票】　新旧対照表

（変更）

調査対象年次を更新する。
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2025（令和７）年 2022（令和４）年 変更理由
（変更）

調査対象年次を更新する。

（変更）

調査対象年次を更新する。

（変更）

調査対象年次を更新する。

2025（令和７）年国民生活基礎調査【貯蓄票】　新旧対照表
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１　結果表を作成する年次の変更

（理由） 　「（大）」は大規模調査年のみ作成する結果表を意味しているが、本表は大規模調査年以外におい
作成するため、「（大）」の記載を削除するもの。なお、前回大規模調査年（令和４年）から集計する内
変更はない。

【変更前】

（大）第172表 世帯人員（15歳以上），就業状況・配偶者の有無・年齢（５歳階級）・性別

【変更後】

第172表 世帯人員（15歳以上），就業状況・配偶者の有無・年齢（５歳階級）・性別

2025（令和７）年国民生活基礎調査【世帯票】　結果表変更一覧

19
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１　変更

（理由）

【変更前】

第35表

第36表

第84表

第85表

第86表

第133表

第134表

第135表

第136表

第137表

第138表

第139表

第140表

第141表

第142表

【変更後】

第35表

第36表

第84表

第85表

第86表

第132表

第133表

第134表

第135表

第136表

第137表

第138表

第139表

第140表

第141表

２　削除

（理由） 変更前結果表の第141表の集計内容と重複しているため。

第132表

通院者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる傷病別

2025（令和７）年国民生活基礎調査【健康票】　結果表変更一覧

接続記号及び項目の表記について、e-Stat上に掲載している統計表の標題に合わせるために変更を行うもの。

変更前結果表の第132表の削除に伴い、同第133表以降の結果表番号について変更を行うもの。

世帯人員（15歳以上），日常生活における機能制限・教育・性・年齢階級別

世帯人員（15歳以上），日常生活における機能制限・仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢
階級別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答），受診機会（複数回答）・性・年齢（５歳階級）・教育別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答），受診機会（複数回答）・性・健康状態別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答），受診機会（複数回答）・性・仕事の有－職業分類－無別

有訴者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる症状別

総症状数，性・年齢（３区分階級）・症状（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別

有訴者率（人口千対），年齢（５歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・受診機会（複数回答）・性・健康状態別

総傷病数，性・年齢（３区分階級）・傷病（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別

通院者率（人口千対），年齢（５歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別

日常生活に影響のある者率（６歳以上・人口千対），日常生活影響の事柄（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）・
性別

悩みやストレスのある者数（12歳以上），悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－21
大都市（再掲）別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答），受診機会（複数回答）・性・年齢（５歳階級）・都道
府県－21大都市（再掲）別

45歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数，健康状態・配偶者の有無・性・年齢（５歳階級）別

世帯人員（15歳以上），日常生活における機能制限・教育・性・年齢（５歳階級）別

世帯人員（15歳以上），日常生活における機能制限・仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢
（５歳階級）別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・受診機会（複数回答）・性・年齢（５歳階級）・教育別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・年齢（５歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・受診機会（複数回答）・性・仕事の有－職業分類－無別

有訴者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる症状別

総症状数，性・年齢（３区分階級）・症状（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別

有訴者率（人口千対），年齢（５歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別

通院者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる傷病別

総傷病数，性・年齢（３区分階級）・傷病（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別

通院者率（人口千対），年齢（５歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別

日常生活に影響のある者率（６歳以上・人口千対），日常生活影響の事柄（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）・
性別

悩みやストレスのある者数（12歳以上），悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－21
大都市（再掲）別

世帯人員（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・受診機会（複数回答）・性・年齢（５歳階級）・都道
府県－21大都市（再掲）別

45歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数，健康状態・配偶者の有無・性・年齢（５歳階級）別
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１　変更

（理由）
世帯構造の変化に伴い集計事項の一部を見直すもの。（夫婦と18歳未満の未婚の子２人の世帯として再掲
していた「標準４人世帯」を削除。）

【所得票】
　【変更前】

第21表
世帯数の相対度数分布－１世帯当たり平均所得金額－世帯人員１人当たり平均所得金額－中央値－平均
所得金額以下の世帯の割合，世帯類型－児童のいる世帯－65歳以上の者のいる世帯－標準４人世帯・所
得金額階級別

　【変更後】

第21表
世帯数の相対度数分布－１世帯当たり平均所得金額－世帯人員１人当たり平均所得金額－中央値－平均
所得金額以下の世帯の割合，世帯類型－児童のいる世帯－65歳以上の者のいる世帯・所得金額階級別

２　追加

（理由）
SDGグローバル指標として、これまで特別集計で対応していたものを調査計画上の結果表として位置づける
ために追加するもの。

【所得票】

第234表 貧困率，年次・性・年齢（３区分）別

2025（令和７）年国民生活基礎調査【所得票・貯蓄票】　結果表変更一覧
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